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<川柳コーナー>

統
一
協
会
の
被
害
者
救
済
法
案
の
政
府

案
は
、
本
人
が
寄
付
の
際
、
「
困
惑
」
し

て
い
な
い
と
不
当
な
寄
付
の
取
り
消
し
が

で
き
な
い
も
の
。
何
十
年
も
被
害
を
野
放

し
に
し
て
き
た
政
府
は
、
信
者
２
世
や
弁

護
士
会
の
要
望
に
応
え
る
べ
き
で
す
。

安
心
し
て
働
け
る
65
才
定
年
制
に

昨
年
、
４
月
27
日
に
国
家
公
務
員
の
60
才

か
ら
65
才
へ
の
定
年
延
長
改
正
案
が
可
決
さ

れ
、
日
本
共
産
党
も
国
会
で
賛
成
し
ま
し
た
。

現
行
で
は
60
才
を
超
え
る
と
、
扶
養
手
当
・

住
居
手
当
等
が
出
な
い
等
低
い
待
遇
の
再
任

用
職
員
と
し
て
勤
務
し
て
い
ま
す
。
法
案
で

は
定
年
延
長
し
、
職
員
の
処
遇
を
一
定
改
善

し
て
い
ま
す
。
年
金
支
給
開
始
が
65
歳
に
な

る
下
で
、
生
活
を
支
え
る
の
は
行
政
及
び
使

用
者
の
責
任
で
あ
り
、
65
歳
ま
で
安
心
し
て

働
き
続
け
ら
れ
る
制
度
の
整
備
が
必
要
で
す
。

高
齢
期
は
親
の
介
護
や
自
身
の
体
力
的
な

衰
え
な
ど
に
よ
り
、
従
前
の
勤
務
を
続
け
ら

れ
な
い
ケ
ー
ス
が
多
く
な
る
と
考
え
ら
れ
ま

す
。
様
々
な
理
由
に
よ
り
、
短
時
間
勤
務
や

一
時
的
に
職
場
を
離
脱
す
る
こ
と
を
可
能
と

す
る
制
度
、
こ
れ
ま
で
の
経
験
を
活
か
し
、

高
齢
期
で
も
十
分
に
働
く
こ
と
が
可
能
な
業

務
の
整
備
が
必
要
と
考
え

ま
す
。
合
わ
せ
て
、
役
場

内
で
の
将
来
を
見
通
し
た

新
規
採
用
計
画
で
、
年
齢

構
成
の
適
正
化
も
考
え
る

必
要
が
あ
り
ま
す
。

賃
金
に
管
理
職
差
別
を
残
す
条
例
改
正

法
が
と
ら
れ
た
か
ど
う
か
、
質
問
し
ま
し
た
。

<

内
田>

指
名
入
札
業
者
を
７
社
指
名
し
て
い
る

が
、
こ
れ
ま
で
の
指
名
数

よ
り
多
い
も
の
と
な
っ
て

い
る
が
、
そ
の
理
由
は
何

か
。

〔
町
〕
い
つ
も
７
社
ほ
ど

指
名
し
て
い
る
。

<

内
田>

指
名
し
た
入
札
参

加
業
者
か
ら
契
約
規
則
９
条
に
基
づ
く
５
／
１

０
０
の
入
札
保
証
金
を
納
め
さ
せ
、
還
付
し
た

の
か
。
も
し
、
保
証
金
を
納
め
さ
せ
な
か
っ
た

な
ら
、
そ
の
理
由
は
何
か
。

〔
町
〕
条
例
11
条
に
基
づ
き
適
正
な
業
者
で
あ

る
と
の
判
断
を
し
た
た
め
保
証
金
は
免
除
し
た
。

今
回
町
は
、
「
適
正
な
業
者
」
と
判
断
し
、

保
証
金
は
と
ら
な
い
入
札
業
務
を
実
施
し
た
と

回
答
し
ま
し
た
。
町
は
、
前
回
ミ
ス
が
あ
り
、

あ
る
企
業
に
入
札
停
止
の
文
書
も
発
出
し
て
い

ま
す
。
多
少
の
事
務
上
の
手
間
が
あ
っ
て
も
、

「
保
証
金
納
入
・
還
付
」
の
基
本
に
沿
っ
た
や

り
方
が
お
互
い
の
信
用
を
確
保
す
る
も
の
で
す
。

内
田
議
員
は
「
保
証
金
納
入
・
還
付
」
入
札
を

今
後
も
要
求
し
て
い
き
ま
す
。

２
０
２
３
年
２
月
28
日
ま
で
に
納
入
を
予

定
す
る
タ
ブ
レ
ッ
ト
端
末
機
器
購
入
の
た
め

の
議
案
が
提
出
さ
れ
議
決
さ
れ
ま
し
た
。

〇
物
品

タ
ブ
レ
ッ
ト
端
末
機
器

90
台

〇
契
約
金
額

２
１
６
８
万
７
８
２
０
円

〇
契
約
相
手
方

富
士
フ
イ
ル
ム
ビ
ジ
ネ
ス

イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
ジ
ャ
パ
ン
株
式
会
社

〇
契
約
方
法

７
社
（
４
社
辞
退
）
に
よ
る

指
名
競
争
入
札

内
田
議
員
は
、
適
正
な
入
札
で
あ
る
か
ど

う
か
、
ま
た
、
前
回
の
入
札
ミ
ス
の
事
例
か

ら
、
「
入
札
契
約
規
則
」
通
り
に
入
札
者
に

保
証
金
を
納
め
さ
せ
、
入
札
後
還
付
す
る
方

タ
ブ
レ
ッ
ト
端
末
機
器
90
台
購
入

「
入
札
保
証
金
」
は
免
除
で
い
い
の
か

洗
脳
下
困
惑
せ
ず
に
寄
付
を
す
る

＜12月議会開かれる＞

12
月
６
日
、
南
知
多
町
議
会
の
初
日
が
開
か
れ
、

報
告
１
件
、
議
案
13
件
が
上
程
さ
れ
ま
し
た
。
ま
た
、

９
日
に
は
、
文
教
厚
生
委
員
会
も
開
か
れ
ま
し
た
。

本
会
議
初
日
の
内
田
議
員
の
議
案
質
疑
か
ら
、
65
才

定
年
制
導
入
問
題
と
タ
ブ
レ
ッ
ト
入
札
に
関
わ
る
課

題
か
ら
報
告
し
ま
す
。

再
任
用
給
与
も
退
職
金
も

管
理
監
督
者
の
み
優
遇

<

内
田>

そ
も
そ
も
賃
金
は
職
務
に
応
じ
て

支
払
わ
れ
る
（
職
務
給
原
則
）
も
の
で
あ

り
、

60
才
の
年
齢
を
理
由
と
す
る
減
額

（
７
割
支
給
）
す
る
こ
と
は
問
題
。
特
に
、

役
職
定
年
に
よ
り
管
理
監
督
の
職
務
を
離

れ
た
職
員
（
部
長
・
課
長
・
主
幹
）
だ
け

に
管
理
職
時
相
当
７
割
の
賃
金
を
支
給
す

る
理
由
は
な
く
、
降
格
前
の
給
料
月
額
７

割
補
填
を
根
拠
と
す
る
調
整
額
の
支
給
は

お
手
盛
り
で
あ
り
管
理
監
督
者
だ
け
を
優

遇
す
る
差
別
的
な
条
例
に
な
っ
て
い
る
と

考
え
る
が
ど
う
か
。

〔
町
〕
国
の
方
針
に
従
っ
て
い
る
。

<

内
田>

定
年
延
長
職
員
と
現
行
再
任
用
職

員
（
暫
定
再
任
用
）
の
、
期
末
・
勤
勉
手

当
、
住
居
手
当
、
扶
養
手
当
の
取
り
扱
い

は
条
例
上
ど
う
な
っ
て
い
る
か
。

〔
町
〕
定
年
延
長
職
員
は
住
居
・
扶
養
手

当
が
支
給
さ
れ
る
。
現
行
の
再
任
用
者
は

支
給
さ
れ
な
い
。

ボ
ー
ナ
ス
に
も
差
別

ボ
ー
ナ
ス
で
は
、
定
年
延
長
者
は
、
４
・

４
ヶ
月
で
、
暫
定
再
任
用
者
は
２
・
２
ヶ

初
日
の
議
会
で
の
質
疑
に
参
加
し
た
の
は
内
田

議
員
だ
け
で
し
た
が
、
議
長
が
何
度
か
討
議
を
さ

せ
な
い
場
面
が
あ
り
ま
し
た
。(

関
連
裏
面)

月
の
差
別
が
あ
り
ま
す
。
そ
し
て
、
扶
養
手

当
、
住
居
手
当
は
、
定
年
延
長
を
選
択
し
た

方
に
は
支
給
さ
れ
る
け
れ
ど
、
暫
定
再
任
用

者
で
は
支
給
さ
れ
ま
せ
ん
。
今
後
も
町
職
員

が
働
き
や
す
い
勤
務
と
な
る
よ
う
、
町
に
要

望
し
て
い
き
ま
す
。

年
齢
構
成
に
ひ
ず
み
が
こ
な
い
、

新
規
採
用
計
画
の
継
続
を

<

内
田>

２
年
毎
に
定
年
が
引
き
上
げ
ら
れ
、

２
０
３
１
年
に
65
才
定
年
制
が
成
立
す
る
。

そ
れ
ま
で
１
年
ご
と
に
定
年
退
職
者
が
出
な

い
年
が
生
じ
る
。
職
員
の
年
齢
構
成
の
ひ
ず

み
回
避
や
、
技
術
・
経
験
の
継
承
の
た
め
に

は
、
段
階
的
引
き
上
げ
期
間
中
で
あ
っ
て
も

一
定
の
新
規
採
用
者
が
必
要
で
あ
る
。
定
年

延
長
と
関
わ
り
、
安
定
し
た
新
規
採
用
も
求

め
る
条
例
と
な
っ
て
い
る
の
か
。

〔
町
〕
計
画
的
な
新
規
採
用
は
検
討
し
て
い

き
た
い
。

差
別
な
く
安
心
し
て
働
け
る
条
件
整
備
を


